
【表紙】  

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年10月24日

【発行者名】 株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　岡野　大

【本店の所在の場所】
東京都港区虎ノ門一丁目3番1号　東京虎ノ門グローバルス

クエア

【事務連絡者氏名】 北野 記実

【電話番号】 03-6810-7856

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決

算型）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

当初自己設定額　1億円を上限とします。

継続申込額　1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年5月2日付で関東財務局長に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につ

いて有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、また、記載事項の一部に訂正事項

がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示します。

原届出書の下記の記載事項につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク」の参考情報

「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況」

「第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況」

「第三部委託会社等の情報 第１委託会社等の概況 ３委託会社等の経理状況」
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第一部【証券情報】
 

（８）【申込取扱場所】

＜訂正前＞

当ファンドの申込取扱場所(以下、「販売会社」といいます。）については、下記の照会先まで

お問合せください。

＜照会先＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページ https://susten.jp/

 

＜訂正後＞

当ファンドの申込取扱場所(以下、「販売会社」といいます。）については、下記の照会先まで

お問合せください。

＜照会先＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

ホームページ https://susten.jp/

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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第二部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】

 

１【ファンドの性格】

 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（略）

④ファンドの特色

（略）
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（略）

 

＜訂正後＞

（略）

④ファンドの特色

（略）
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（略）

 

（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2025年5月19日　　証券投資信託契約締結、設定、運用開始（予定）

 

＜訂正後＞

2025年5月19日　　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

 

２【投資方針】

 

（３）【運用体制】
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＜訂正前＞

（略）

※上記の体制は、2025年3月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

 

＜訂正後＞

（略）

※上記の体制は、2025年7月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（略）

（２）　投資リスクに対する管理体制

（略）

※上記の体制は、2025年3月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

（２）　投資リスクに対する管理体制

（略）

※上記の体制は、2025年7月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

＜更新後＞

 
※ 上記は過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

 

（略）

 

４【手数料等及び税金】
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＜訂正前＞

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

 

（３）【信託財産留保額】

当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額（※）として、換金申込日の翌営業日の

基準価額に対し0.3％を乗じて得た額がかかります。

（※）「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資す

るため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら

れます。なお、ファンド設定時においては0％とします。

（※）資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影

響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額は

かかりません。

 

（４）【信託報酬等】

（略）

 

（５）【その他の手数料等】

（略）

 

（６）【課税上の取扱い】

（略）

※上記は、2025年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

になる場合があります。

（略）

＜訂正後＞

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額（※）として、換金申込日の翌

営業日の基準価額に対し0.3％以内の率を乗じて得た額(2025年7月末現在0%)がかかります。

（※）「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資す

るため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら

れます。

（※）資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影

響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額は

かかりません。

 

（３）【信託報酬等】

（略）

 

（４）【その他の手数料等】

（略）

 

（５）【課税上の取扱い】

（略）
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※上記は、2025年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

になる場合があります。

（略）

 

５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】

（2025年7月末日現在）

資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 6,010,219 99.84

内　日本 6,010,219 99.84

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,542 0.16

純資産総額 6,019,761 100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）投資資産の内書の時価及び比率は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（2025年7月末日現在）

順

位
銘柄名 国/地域 種類 数量

簿価単価

簿価金額

（円）

評価単価

評価金額

（円）

投資

比率

（％）

1
新興国インカム・インデッ

クス・マザーファンド
日本

親投資信託

受益証券
5,596,629

1.0654 1.0739
99.84

5,963,087 6,010,219

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

種類別投資比率

（2025年7月末日現在）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.84

合計 99.84

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年7月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
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純資産総額

（分配落）

（円）

純資産総額

（分配付）

（円）

１口当たりの

純資産額

（分配落）（円）

１口当たりの

純資産額

（分配付）（円）
     

設定時

(2025年5月19日)
1,000,000 － 1.0000 －

     

第1特定期間末

(2025年7月25日)
5,917,469 5,917,469 1.0644 1.0644

     

2025年5月末日 2,562,568 － 0.9937 －

6月末日 3,585,163 － 1.0293 －

7月末日 6,019,761 － 1.0728 －

 

②【分配の推移】

１口当たり分配金（円）

第1特定期間 0.0000

 

③【収益率の推移】

収益率（％）

第1特定期間 6.4

（注1）収益率は各計算期間における騰落率です。

（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

 

（４）【設定及び解約の実績】

設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）

第1特定期間 5,683,597 123,982 5,559,615

（注）第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

 

（参考）

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

（１） 投資状況

（2025年7月末日現在）

資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 5,947,070 98.94

内　日本 5,947,070 98.94

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 63,417 1.06

純資産総額 6,010,487 100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）投資資産の内書の時価及び比率は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

 

（２） 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

EDINET提出書類

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント(E36006)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/65



（2025年7月末日現在）

順

位
銘柄名 国/地域 種類 数量

簿価単価

簿価金額

（円）

評価単価

評価金額

（円）

投資

比率

（％）

1
ＮＦ新興国債券ＪＰモルガンＥＭＢ

Ｉプラスヘッジ無
日本

投資信託受

益証券
3,500

1,088.0285 1,102.5000
64.20

3,808,100 3,858,750

2
ＮＦ新興国株式ＭＳＣＩ　ＥＭイン

デックス（為替ヘッジ無）
日本

投資信託受

益証券
1,280

1,628.1062 1,631.5000
34.74

2,083,976 2,088,320

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

種類別投資比率

（2025年7月末日現在）

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.94

合計 98.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

 

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

 

≪参考情報≫

３. 運用実績
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第２【管理及び運営】

 

＜訂正前＞

２【換金（解約）手続等】

（略）

（４）　換金（解約）手数料

ありません。

 

（５）　信託財産留保額

当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額（※）として、換金申込日の翌営業日の

基準価額に対し0.3％を乗じて得た額がかかります。

（※）「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資す

るため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら

れます。なお、ファンド設定時においては0％とします。

(※) 資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影響

が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額は

かかりません。

 

（６）　換金（解約）代金

（略）

 

（７）　換金（解約）代金の受渡日

（略）

換金（解約）手続等については、下記の照会先までお問合せください。

＜照会先＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページ https://susten.jp/

 

＜訂正後＞

２【換金（解約）手続等】

（略）

（４）　換金（解約）手数料

ありません。

ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額（※）として、換金申込日の翌

営業日の基準価額に対し0.3％以内の率を乗じて得た額（2025年7月現在0%）がかかります。

（※）「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資す

るため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら

れます。

（※）資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影

響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額は

かかりません。

 

（５）　換金（解約）代金

（略）
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（６）　換金（解約）代金の受渡日

（略）

換金（解約）手続等については、下記の照会先までお問合せください。

＜照会先＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

ホームページ https://susten.jp/

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

 

３【資産管理等の概要】

 

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

（略）

④基準価額の照会方法

基準価額は、下記の委託会社の照会先までお問合せください。

＜委託会社＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページ https://susten.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

④基準価額の照会方法

基準価額は、下記の委託会社の照会先までお問合せください。

＜委託会社＞

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

ホームページ https://susten.jp/

電話番号　03-6810-7856（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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第３【ファンドの経理状況】

 

＜更新後＞

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12

年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第1期特定期間（2025年5月19日か

ら2025年7月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま

す。
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１【財務諸表】

【ｓｕｓｔｅｎ新興国インカム・インデックスファンド（年４回決算型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

 
当期

2025年7月25日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 13,104

親投資信託受益証券 5,907,401

流動資産合計 5,920,505

資産合計 5,920,505

負債の部

流動負債

未払解約金 104

未払受託者報酬 190

未払委託者報酬 2,071

その他未払費用 671

流動負債合計 3,036

負債合計 3,036

純資産の部

元本等

元本 5,559,615

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 357,854

（分配準備積立金） 252,083

元本等合計 5,917,469

純資産合計 5,917,469

負債純資産合計 5,920,505

 

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

 

当期

自　2025年5月19日

至　2025年7月25日

営業収益

有価証券売買等損益 259,812

営業収益合計 259,812

営業費用
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受託者報酬 190

委託者報酬 2,071

その他費用 671

営業費用合計 2,932

営業利益又は営業損失（△） 256,880

経常利益又は経常損失（△） 256,880

当期純利益又は当期純損失（△） 256,880

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金

額の分配額（△）
4,797

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 106,631

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 106,631

剰余金減少額又は欠損金増加額 860

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 860

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） 357,854

 

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

当期

自　2025年5月19日

至　2025年7月25日

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し

ております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
当期

2025年7月25日現在

１. 期首元本額 1,000,000円

期中追加設定元本額 4,683,597円

期中一部解約元本額 123,982円

２. 受益権の総数 5,559,615口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

当期

自　2025年5月19日

至　2025年7月25日
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１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越

欠損金を補填した有価証券売買等損益（252,083円）、信託約款に規定さ

れる収益調整金（105,771円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額

は357,854円（1万口当たり643.66円）であります。分配は行っておりませ

ん。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分

当期

自　2025年5月19日

至　2025年7月25日

１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定め

る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従って

おります。

　

２. 金融商品の内容及び当該金融商品

に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま

す。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変

動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。

　

３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門として内部統制本部が運用リスクの管理を

行っており、異常・問題を認識した場合には、速やかに関係部署に報告及

び連携して、対応できる体制をとっております。

また、内部統制本部は、リスク管理状況について定期的に投資政策委員会

に報告を行っており、投資政策委員会は、リスク管理等の観点から日々の

運用業務全体の検証を行っております。

 

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分
当期

2025年7月25日現在

１. 貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表上の金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。

　

２. 時価の算定方法 (１)有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

(２)デリバティブ取引

該当事項はありません。

(３)上記以外の金融商品

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

当期

2025年7月25日現在

最終計算期間の損益に

含まれた評価差額

（円）

親投資信託受益証券 256,988

合計 256,988

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 
当期

2025年7月25日現在

1口当たり純資産額 1.0644円

（1万口当たり純資産額） (10,644円)

 

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

 

（２）株式以外の有価証券

種類 銘柄
券面総額

（円）

評価額

（円）
備考

親投資信託受益証券 新興国インカム・インデック

ス・マザーファンド
5,544,773 5,907,401

親投資信託受益証券　合計 5,544,773 5,907,401

合計 5,907,401

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
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第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

（参考）

当ファンドは、「新興国インカム・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産

の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年7月25日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 75,465

投資信託受益証券 5,848,400

流動資産合計 5,923,865

資産合計 5,923,865

負債の部

流動負債

未払金 16,358

流動負債合計 16,358

負債合計 16,358

純資産の部

元本等

元本 5,544,773

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 362,734

元本等合計 5,907,507

純資産合計 5,907,507

負債純資産合計 5,923,865

 

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分
自　2025年5月19日

至　2025年7月25日
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１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場の

ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から

提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分 2025年7月25日現在

１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元

本額

990,000円

同期中追加設定元本額 4,615,031円

同期中一部解約元本額 60,258円

元本の内訳

ファンド名

ｓｕｓｔｅｎ新興国インカム・インデックスファンド（年４回決算型） 5,544,773円

計 5,544,773円

２. 受益権の総数 5,544,773口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分
自　2025年5月19日

至　2025年7月25日

１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定め

る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従って

おります。

　

２. 金融商品の内容及び当該金融商品

に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま

す。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変

動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。

　

３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門として内部統制本部が運用リスクの管理を

行っており、異常・問題を認識した場合には、速やかに関係部署に報告及

び連携して、対応できる体制をとっております。

また、内部統制本部は、リスク管理状況について定期的に投資政策委員会

に報告を行っており、投資政策委員会は、リスク管理等の観点から日々の

運用業務全体の検証を行っております。

 

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分 2025年7月25日現在
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１. 貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表上の金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。

　

２. 時価の算定方法 (１)有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

(２)デリバティブ取引

該当事項はありません。

(３)上記以外の金融商品

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。

　

３. 金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年7月25日現在

当期の

損益に含まれた

評価差額（円）

投資信託受益証券 257,006

合計 257,006

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

2025年7月25日現在

1口当たり純資産額 1.0654円

（1万口当たり純資産額） (10,654円)

 

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

 

（２）株式以外の有価証券

2025年7月25日現在
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種類 銘柄
券面総額

（円）

評価額

（円）
備考

投資信託受益証券 ＮＦ新興国株式ＭＳＣＩ　ＥＭインデッ

クス（為替ヘッジ無）
1,260 2,051,280

ＮＦ新興国債券ＪＰモルガンＥＭＢＩプ

ラスヘッジ無
3,490 3,797,120

投資信託受益証券　合計 4,750 5,848,400

合計 5,848,400

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

 

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

（2025年7月末日現在）

Ⅰ　資産総額 6,020,217円

Ⅱ　負債総額 456円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,019,761円

Ⅳ　発行済数量 5,611,459口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0728円

 

（参考）

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

（2025年7月末日現在）

Ⅰ　資産総額 6,026,795円

Ⅱ　負債総額 16,308円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,010,487円

Ⅳ　発行済数量 5,596,629口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0739円
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第三部【委託会社等の情報】
 
第１【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）　資本金の額等（2025年3月末現在）

（略）

 

（２）　委託会社の機構

（略）

※上記の意思決定機構は、2025年3月末現在のものであり、将来変更される可能性がありま

す。

 

＜訂正後＞

（１）　資本金の額等（2025年7月末現在）

（略）

 

（２）　委託会社の機構

（略）

※上記の意思決定機構は、2025年7月末現在のものであり、将来変更される可能性がありま

す。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（略）

2025年3月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託5本、合計純

資産総額は3,004百万円です。

 

＜訂正後＞

（略）

2025年7月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託6本、合計純

資産総額は3,162百万円です。
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＜更新後＞

３【委託会社等の経理状況】

 

1.　　委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメント（以下「委託会社」という。）の財務諸表

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務

諸表等規則」という。）第２条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大

蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 282 条および第 306 条の規定により、財務諸表等規則及び「金

融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。

2.　　財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3.　　委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2024年1月1日　至　

2024年12月31日）の財務諸表ならびに当中間会計期間（自 2025年1月1日　至　2025年6月30日）の中

間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
 

 

EDINET提出書類

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント(E36006)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/65



 

EDINET提出書類

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント(E36006)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

29/65



（２）【損益計算書】
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（３）【株主資本等変動計算書】
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注記事項

（重要な会計方針）

1.　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　：　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定。)

2.　固定資産の減価償却の方法

（1）　 有形固定資産　定率法（ただし建物附属設備に関しては定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　8年

器具備品　　　3～15年

（2）　 長期前払費用　均等償却によっております。なお、主な償却期間は5年であります。

3.　繰延資産の処理方法

（1）　 創立費　　　　5年間の均等償却によっております。

（2）　 株式交付費　　3年間の均等償却によっております。

4.　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）　 委託者報酬

委託者報酬は、信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定

した報酬を主に毎計算期間の最初の６か月終了日及び毎計算期末又は信託終了時に受領してお

ります。当該期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用

期間にわたり収益を認識しております。

（2）　 運用受託報酬

運用受託報酬は、顧客との間で締結された投資一任契約に基づき過去の運用成果の最高値を上

回る超過運用益の達成等により履行義務を充足し、当該報酬を受領する権利が確定した時点で

超過運用益に対する一定割合として収益を認識しております。確定した報酬は、履行義務を充

足した時点から短期間で受領しております。

（3）　 契約負債

毎月の委託者報酬確定時、またはキャンペーン期間中に付与したポイントについては当該時点

で履行義務を識別し、将来の使用見込み等を考慮した上で算定された履行義務については貸借

対照表上「契約負債」または「ポイント引当金」に計上し、ポイントの利用及び失効に従い収

益を認識しております。
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[貸借対照表関係]

 

 

 

[株主資本等変動計算書関係]

前事業年度（自 2023年1月1日　至 2023年12月31日）

1.　発行済株式に関する事項

(変動事由の概要）D種優先株式の発行による増資　352,361株

2.　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.　新株予約権等に関する事項
 

 

4.　配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度（自 2024年1月1日　至 2024年12月31日）

1.　発行済株式に関する事項

(変動事由の概要）E種優先株式の発行による増資　749,999株

 

2.　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.　新株予約権等に関する事項

 

 

4.　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

1.　金融商品の状況に関する事項

（1）　 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っております。余資運

用については、安全性の高い金融商品及び自社が運用する証券投資信託に限定しております。ま

た、顧客からの預り金に関しては法令等に基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しておりま

す。
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（2）　 金融商品の内容及びそのリスク

当社の保有する現金・預金及び顧客分別金信託はいずれも信用度の高い金融機関に預入/預託してお

り、預入先の信用リスクに晒されております。また未払費用は、主に営業費用における広告宣伝費

の未払額であります。これらはそのほとんどが１年以内の支払期日であるため、信用リスクはほと

んどないと認識しております。投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、

業務上の必要性から保有しているものであります。これらは市場価格の変動リスクや為替変動リス

クに晒されておりますが、投資額は必要最低額であるためリスクは限定的であります。預り金のう

ち、顧客からの預り金は、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり短期間で決済

されるため、リスクは限定的であります。

（3）　 金融商品に係るリスク管理体制

①　市場リスクの管理

当社は、社内規程に基づき、リスク管理本部が市場価格の変動リスク及び為替変動リスクの管

理を毎日行っております。

②　信用リスクの管理

当社は、社内規程に基づき取引先の選定を行い、担当部署が定期的に取引先の財務状況等を把

握することに努め、その信用リスクを管理しております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

前事業年度（2023年12月31日）

 

 

（注1） 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につき、以下の金融商品については短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

現金・預金

顧客分別金信託

未払費用

 

（注2） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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当事業年度（2024年12月31日）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

 

 
（注1）金融商品の時価の算定方法

以下の金融商品については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

現金・預金

顧客分別金信託

預り金

 

（注2） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 

 

3.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに

分類しております。

レベル1の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場において（無調整の）相場価格より算

定した時価

レベル2の時価 : レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に

は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に

おける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2023年12月31日）
 

 

 

当事業年度（2024年12月31日）
 

 
（注1） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　投資有価証券 : 当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な

市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しておりま

す。

 

（有価証券関係）

1.　その他有価証券

前事業年度（2023年12月31日）

 

 

当事業年度（2024年12月31日）
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2.　売却したその他有価証券

前事業年度（自2023年1月1日　至2023年12月31日）
 

 

 

当事業年度（自2024年1月1日　至2024年12月31日）
 

 

 

（ストック・オプション等関係）

1.　ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2.　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当事業年度（自 2024年1月1日　至 2024年12月31日）において存在したストック・オプションを対象と

し、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

（1）　 ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 天笠 勝

株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式　520,000株

付与日 2019年10月21日

権利確定条件 （注１）

対象勤務期間 期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2019年10月25日

至　2029年10月20日

（注1）本新株予約権は、天笠勝氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点に受益者として

指定された者に交付されます。

（注2）

①　本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、

執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要します。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が行使を認める正当な理由がある場合は

この限りではありません。
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②　当社の株式につき、金融商品取引所への上場がなされ、または買収が決定されるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできません。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの

限りではありません。

 

（2）　 ストック・オプションの規模及びその変動状況

 

①　ストック・オプションの数

 第１回新株予約権

権利確定前（株）  

前事業年度末 520,000

付与 -

失効 -

権利確定 -

未確定残 520,000

権利確定後（株）  

前事業年度末 -

権利確定 -

権利行使 -

失効 -

未行使残 -

 

②　単価情報
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3.　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの

公正な評価単価は、本源的価値の見積りによっております。なお、本源的価値を算出する基礎と

なった自社の株式の評価方法は、簿価純資産方式等により算出した価格を総合的に勘案して決定し

ております。

4.　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。

5.　ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算出を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

（1）　 当事業年度末における本源的価値の合計額

‐千円

（2）　 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計

額

該当事項はありません。

 

 

（税効果会計関係）

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（注1）　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
 

 

 
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

2.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有してい

るため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保

証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込め

ないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額して

おります。

 

（収益認識に関する注記）

1.　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

損益計算書に記載のとおりです。

2.　収益を理解するための基礎となる情報
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重要な会計方針４.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

（セグメント情報等）

1.　セグメント情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載を省略しております。

2.　関連情報

前事業年度（自 2023年1月1日　至 2023年12月31日）

（1）　 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

（2）　 地域ごとの情報

①　営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

②　有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

（3）　 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事

項はありません。

当事業年度（自 2024年1月1日　至 2024年12月31日）

（1）　 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

（2）　 地域ごとの情報

①　営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

②　有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

（3）　 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事

項はありません。
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（関連当事者情報）

1.　関連当事者との取引

前事業年度（自 2023年1月1日　至 2023年12月31日）
 

 

 

 

当事業年度（自 2024年1月1日　至 2024年12月31日）

 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1） 2023年８月16日開催の株主総会において決議された第三者割当増資により、一株につき1,419円で当

社株式352,361株を引受けたものです。

（注2） 2024年9月26日開催の株主総会において決議された第三者割当増資により、一株につき540円で当社

株式185,185株を引受けたものです。

 

(１株当たり情報)

 

 
（注1） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

（注2） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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（注3） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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中間財務諸表

（1）中間貸借対照表
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（2）中間損益計算書
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（3）中間株主資本等変動計算書

 

注記事項

(継続企業の前提に関する事項）

当社は、前事業年度までに５期連続で営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当中間会計期間におい

ても営業損失、経常損失及び中間純損失を計上したために、継続的な手元資金の減少により当中間会計期間

末日後１年内の資金繰りに懸念があります。

また、金融商品取引法第46条の6第1項に定める自己資本規制比率は、2025年6月30日現在で193.2％となって

おり、金融商品取引法第46条の6第2項に定める法定比率は超過しているものの、依然として自己資本規制比

率は低下している状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在しています。

当社では、このような事象又は状況を解消又は改善するために、販売会社の増強、販売会社を通じた当社設

定ファンドの販売拡大による運用資産残高の増加に伴う委託者報酬の増加に加え、金融機関向けにNISAを活

用した新サービスの提供による収益確保を行い、利益確保及び収益基盤の確立に努めてまいります。

さらに、持続的な経営の早期安定化を目的に、運転資金および事業資金の確保が重要であると判断し、資金

調達を計画しております。

しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、関係当事者との最終的な合意が得られていないため、現

時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
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なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を中間財務諸表に反映しておりません。

 

（重要な会計方針）

1.　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　：　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定。)

２. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定率法（ただし建物附属設備に関しては定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　8年

器具備品　　　3～15年

3. 繰延資産の処理方法

株式交付費　3年間の均等償却によっております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)　 委託者報酬

委託者報酬は、信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定

した報酬を主に毎計算期間の最初の６か月終了日及び毎計算期末又は信託終了時に受領してお

ります。当該期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用

期間にわたり収益を認識しております。

(2)　運用受託報酬

運用受託報酬は、顧客との間で締結された投資一任契約に基づき過去の運用成果の最高値を上

回る超過運用益の達成等により履行義務を充足し、当該報酬を受領する権利が確定した時点で

超過運用益に対する一定割合として収益を認識しております。確定した報酬は、履行義務を充

足した時点から短期間で受領しております。
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（中間貸借対照表関係）

1.　消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

1.　 減価償却実施額
 

 

2.　 営業外費用の内主要なもの
 

 

3.　 特別損失（減損損失）

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
 

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、本社を単位としてグルーピングしておりま

す。営業活動から生じる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減

損損失として計上いたしました。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスである

ことから、使用価値を零と算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 2025年1月1日　至 2025年6月30日）

1.　 発行済株式に関する事項

 

 

2.　 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　 新株予約権等に関する事項

 

4.　 配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

1.　 金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

当中間会計期間（2025年6月30日）

 

(注1) 金融商品の時価の算定方法

以下の金融商品については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記

載を省略しております。

現金・預金

顧客分別金信託

未払費用

 

2.　 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに

分類しております。

レベル1の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場において（無調整の）相場価格より算

定した時価

レベル2の時価 : レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に

は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に

おける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間会計期間（2025年6月30日）

 

 
(注1)　 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　投資有価証券 : 当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な

市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しておりま

す。

（有価証券関係）

その他有価証券

当中間会計期間（2025年6月30日）

 

 

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有してい

るため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保

証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込め

ないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額して

おります。

 

（収益認識に関する注記）

1.　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

中間損益計算書に記載のとおりです。

 

2.　 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針４.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
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（セグメント情報等）

1.　セグメント情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の

記載を省略しております。

 

2.　関連情報

当中間会計期間（自 2025年1月1日　至 2025年6月30日）

（1） 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

(2)　 地域ごとの情報

① 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

② 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)　　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事

項はありません。

 

3.　 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の

記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 

 
(注1) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。

(注2) １株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

（重要な後発事象）

資金の借入

当社は、2025年10月14日開催の取締役会にて、以下の借入の実行を決議し、2025年10月22日付で借入契約を

締結及び実行いたしました。
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第三者割当増資による新株の発行

当社は、2025年10月22日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、2025年

10月31日に実行いたします。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（１）受託会社

名称 資本金の額 事業の内容

みずほ信託銀行株式

会社

247,369百万円

（2024年9月末現在）

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営

法」といいます。）に基づき信託業務を営んでい

ます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社日本カスト

ディ銀行銀行

51,000百万円

（2024年9月末現在）

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に

基づき信託業務を営んでいます。

 

（２）販売会社

該当事項はありません。

 

＜訂正後＞

（１）受託会社

名称 資本金の額 事業の内容

みずほ信託銀行株式

会社

247,369百万円

（2025年3月末現在）

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営

法」といいます。）に基づき信託業務を営んでい

ます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社日本カスト

ディ銀行銀行

51,000百万円

（2025年3月末現在）

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に

基づき信託業務を営んでいます。

 

（２）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

松井証券株式会社 11,945百万円

（2025年3月末現在）

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を

営んでいます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
 

２０２５年１０月１日

 

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

取　締　役　会　　御　中
 

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 増 田　美 千 子  

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

め、「ファンドの経理状況」に掲げられているsusten新興国インカム・インデックスファン

ド（年4回決算型）の２０２５年５月１９日から２０２５年７月２５日までの特定期間の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監

査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）の２０２

５年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、株式会

社sustenキャピタル・マネジメント及びファンドから独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含

む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に

重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

利害関係

　株式会社sustenキャピタル・マネジメント及びファンドと当監査法人又は業務執行社員と

の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

２０２５年３月１９日

 

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
 
東　　 京　　 事　　 務　　 所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 稲　 葉　 宏　 和  

 

 
 
監査意見
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメントの２０２４年１月

１日から２０２４年１２月３１日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメントの２０２４年１２月３１日現在の財政状態及

び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監

査報告書以外の情報である。

　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる

作業も実施していない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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財務諸表監査における監査人の責任
 
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための

対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

　　次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

２０２５年１０月２３日

 

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
 
東　　 京　　 事 　　務　　 所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 増　田　美　千　子  

 

 
 
中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメントの２０２５年１月

１日から２０２５年１２月３１日までの第７期事業年度の中間会計期間（２０２５年１月１日から２０

２５年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主

資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメントの２０２５年６月３０日現在の

財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２５年１月１日から２０２５年６月３０日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度までに５期連続で営業損

失、経常損失及び当期純損失を計上し、当中間会計期間においても営業損失、経常損失及び中間純損失

を計上したために、継続的な手元資金の減少により当中間会計期間末日後１年内の資金繰りに懸念があ

る状況となっている。また、金融商品取引法第４６条の６第１項に定める自己資本規制比率が低下して

いる状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在してお

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対す

る対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されて

いない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０２５年１０月１４日開催の取締役会において

借入の実行を決議し、２０２５年１０月２２日に実行している。
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２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０２５年１０月２２日開催の取締役会において

第三者割当増資による新株の発行を決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中

間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸

表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて

いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう

かを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

EDINET提出書類

株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント(E36006)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

64/65



　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための

対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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